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ガ巳認知イ牛数が土曽カロ!

令和 5年中に県下で認知 した刑法犯は4,028件 で、前年より590件、17.2%増加 しま した。
安全で安心な和歌山県 をつ くるためには、警察や行政機関、防犯ボランティア団体の連携 は

勿論のこと、何 より県民の皆様の御協力が必要です。

自転車には

必ずカギを !

―令和5年中の犯罪の特徴― 令和 5年中に認知 した刑法犯の中で最も多い罪種・

手回は万引きでした。
万引きが全体の15.5%、 続いて、自転車盗、器物損

壊の順となっています。特殊詐欺を含む詐欺は前年よ
り大幅に増加 し、 4番 目に多い罪種 となっています。

前年よりも増加 した罪種 。手回は自転車盗が最も多
く前年比で156件、約33.4%増加 しました。

自転車盗の約8割がカギ
をかけずに被害に遭つてお
り、被害者の約半数が小中
高生です。
自転車から離れる場合は、
自宅敷地内でも必ずカギを
かけましょう。

万引き

626件

155%

88%

器物損壊
356件

詐欺

315件
78%

暴行

282件
70%

車上ね らい 160件 40%

傷害 143件 36%

置引き 72件 18%

占有離脱物横領

132件 33° 。

住居侵入

65件 16%

令和 5年中の県下の特殊詐欺被害件数は100件、被害総額は約 3億6,031万 円にも上りました。
また、令和 5年 8月 以降、株や FXなどの投資話を持ちかけられ、被害に遭う金融商品詐欺や、副業

名目の架空料金請求詐欺が急増 しています。
被害者の年齢についても、20代～70代と幅広い年齢層で被害が確認されています。

日 「いいね !を するだけ」「動画を見るだけ」でお金が稼げると言われた。
日 SNSで知り合った相手から投資、副業を勧められた。

「必ず儲かる」「簡単に儲かる」という「うまい話」にはだまされないでください。
このような誘いに乗ると、利益が出たように見せかけ、お金を引き出そうとすると、
「手数料・税金の支払い。違約金が必要」などと言われ、大金を編し取られてしまいます。

次に当てはま 場合は、投資 。副業名目の詐欺を疑ってください。
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副業を勧められた。

トヘ誘導される。
タグラム、インターネッ トサイ トなどの広告などから

こ れ

5

たSNS広 告から
日 LINE、 イ

特殊詐欺被害防止専用フリーダイヤル
咆   ち|,こ確認電話

固有名人

お読みになったら
ご近所へ回覧を |

回
覧
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自転車盗

623件

16.5%

その他

1254件

311%
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刑法犯犯罪少年225人 、刑法犯触法少年77人の計302人 を検挙 0補導
/刑法犯犯罪少年 :刑法に定める罪を犯した14歳以上20歳未満の者  ヽ
刑ヽ法犯触法少年 :刑法に定める罪に抵触する行為をした14歳未満の者ノ

★少年の犯罪状況

令和 5年 中に検挙した刑法犯犯罪少年は225

人で、前年に比べ76人増加しました。

刑法犯触法少年は77人 で、昨年より30人増加

しています.

刑法犯検挙者に占める少年の割合は13.2%
で、前年より増加 しています [

刑法犯犯罪少年の再犯者率が25.8%と なっ

ており、非行を繰り返す少年の割合は、前年よ

り減少しています。

少 年 非 行 等 の 推 移

★不良行為少年が増加

令和 5年中の不良行為少年は、7,095人

で、前年に比べ807人増加 しました。

行為別では、「深夜はいかい」と「喫煙」
の割合が依然として高 く、全体の94.9%

を占めています。

少年の非行を防止するためには、その

入口となる深夜はいかい、喫煙等の不良

行為の段階での措置が重要であり、警察
では街頭補導活動を強化しています。
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★非行少年を生歌なもヽ社会づ くりの推進

少年非行の背景には、少年の規範意識やコミュニケーション能力の低下、孤立など様々な理由
があり、少年を取り巻く環境が大きく関係しています。

少年の健全育成のためには、これらの問題に対して社会全体で取り組む必要があり、警察では、
少年補導員を始めとする地域の皆様方や関係機関と連携して、「非行少年を生まない社会づくり」
を推進しています。

★少年に手を差 し伸べる支援活動

警察では、検挙・補導した少年や悩みを抱えた少年らと積極的に連絡をとり、社会奉仕や生産
体験、学習等の様々な活動を通じて、少年自身が日標を見出すことに繋げる支援活動を行ってい

ます。活動は、少年補導員や学生サポーターなどのボランティアや有志の方々の協力を得て、立
ち直りや健全育成を支援しています。

★サイバーバ トロールの強化

インターネット利用をきっかけとした少年の性被害や薬物乱用が深刻化しており、これらを未
然に防止するため、ネット上におけるサイバーパ トロールを強化しています。

②

刑法犯触法少年

刑法犯犯罪少年

不良行為少年
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サイバー犯罪に関する相談件数については、前年比一:85件こ減少したものの、依然 2,000件を超える相談が

寄せられており予断を許きない状況にあ‖春す。

中でも多かった相談は「詐欺・悪質商法に関するもの」や「迷惑メー′しに関するもの」であり、これらに該当する相

談だけで、全体の半数以上を占める割合でした。

榛挙関係につききして!き、インターネットを悪用した許欺事件など 8:件 71人を榛挙してお‖人員についてlき前

年よ‖7人多くなっていきす。

続いて、未だ増え続けるサイバー」E罪の

手口についてご紹介します。

」鱗

サポート許欺
インターネット間覧中に突然、右下□のような画面 (例示)が出て、警告音が

鳴‖響いたιl「 ×」ボタンを押しても消えなくなったιlします。

間覧者が慌てて記載の電話番号に電話をかけてしまうし、電話回にIさオペじ―

ター (多くの場合、片吉の日本語を話す)が出て、色々こ指示をしてきます。

吉われるが春春に操作するこ、遠隔操作ソフトを入れさ世られてしまった‖、
最終的にlき、ウイfLス除去などの名日で料金を請求されます。

その後、電子マネーなどを購入させられ、編し取られるこいった被害に遭うこ
いうものです。

こういった警告が表示されても
鬱l墨て|ずt客修養じLて
。富」琶載iの電重董墨|に盤麓:報1鎌等い

を心掛けてください。

決して指示ごお‖電子マネーを購入して

送信しないように注意してくださらlr r

0復 1日 のためには5分以内に

'ボ
ートを受ける必姜があ

''ま
す

0シ ステムに菫大な障書が発生しテータか破猥した可能性 があります
0詳 細は下 記カスタマーサボートにお問い合わせください

お使いのPCがウイルスに感染しました
至急下記の電話 番号 に運縮してください

▲ ^

画面例

Windowサポートセンター
03-XXXX― 〇〇()〇

0

■濾墨轟曲幽臨臨鍮 靡 tマ」密話1襦驚ni静‖■______」 翻

∠ゝ 警告 ! 重大な脅威を検出 !



令和6年全国地域安全運動 /令和6年全国暴力追放運動

‐Rml当雉‐罐予琲:餃鐵警辣髯薇黎錮椒隧已了

◆応募資格 問いません。
◆応募のきまり (未発表の作品に限ります。原則として応募作品はお

返 ししません。)

応募作 品の裏面 に、住所、氏名 (フ リガナ)、 年齢、電話番号、

職業 または学校名、学年 を明記 して ください。

○ポスター
・デザインは、四切サイズ (540mm× 380mm)の ヨコ描き。

(規格外は審査対象外となります。ご注意 ください)

・作品にスローガン(キ ャッチコピー)等の文字は入れないでください。

○青パ ト写真
。応募は、一人 5点 まで。
・カラープリントA4サイズ。

(規格外は審査対象外となります。ご注意 ください)

。デジタル写真可。 (た だし印画紙にプリントしたもの)

・所定の応募票を作品のウラに貼付のうえ、郵送で応募。

(応募票は全防連HPか らもダウンロー ドできます)

○標語 (キ ャッチコピー)

・応募は、一人 1点。
・郵便はがきか、はがき大のものにタテ書きで、一枚の用紙に 1点
のみお書きください。

ポ スター ① 様々なかたちの防犯ボランティア活動 ～見守りやサイバーパト□―ルなど～

青バト写真 ② 青 色 回 転 灯 等 装 備 車 の 活 躍
標   語 ③ 暴 力 団 の い な い 社 会 づ く り

～昨年の作品例です～

■ポスター

様 な々かたちの防犯ボランティア活動

■青パ ト活動写真

■標 語

○大丈夫?バイトのつもりが 詐欺加担

○そのバイト 暴力団の 受け子かも

○「稼げます」甘い言葉は 罠がある

◆送付先 〒640-8249和 歌山市雑賀屋町7番地 公益財団法人和歌山県防犯協議会連合会
◆締切り 令和6年 6月 7日 (金 )

◆入賞決定と発表
○最優秀作品等を使用 した全国地域安全運動向けホスター寺を作成し、全国各地に広 く掲出します.

(お 名前と都道府県名を掲載します。)

○入賞作品の著作権は全国防犯協会連合会に帰属します |ボ スターの他チラシ、カレンダー等を作成 します)=

○入選結果は、全国防犯協会連合会の広報誌「月刊 安心な街に」全国暴追センターの機関誌「全国センターだより」、

ホームページで発表 します。 (お名前、都道府県 。市町村、職業あるいは学校名、学年を公表します。)

〇応募に関する個人情報は、本事業の運営 卜必要な限 1)に おいて使用いたします。

◆入賞と表彰 最優秀賞 !1名 表彰状および副賞 ′′優秀賞 :若+71人彰状および副賞
◆青バト写真応募上の注意
O青バ ト所持団体の許可を得て応募 して ください また、個人を特定できる写真で応募する場合は、必ずその肖像権

等について応募者が本人に許可を得て ください
=

○入選作品は、不ガまたはデータ (CD― R、 DVD)を 提出してください
=

〇デジタル写真作品とアナログ写真作品は区別せずに審査いたしますc

◆主  催  (公財 )全 国防犯協会連合会 /(公財)和 歌山県防犯協議会連合会 /全国暴力迫放運動推進センター

(公財)和歌山県暴力追放県民センター  警察庁 //和歌山県警察

「菫珈‐金鼻111建轟1健して喚和嘩
公益財団法人和歌山県防犯協会連合会 (県防連)で は犯罪防止、青少年の非行防止、

覚せい剤等薬物乱用防止、風俗環境の浄化などに取 り組んでいます。

その趣旨に賛同頂ける「賛助会員」を募集しています。

賛助会費 (年会費)は、 1目 5,000円 からです。
* 公益法人への賛助会費及び寄付金は、税制 11の優遇措置が受けることができます。

賛助会員及び寄付については、当連合会事務局までご連絡 ください。
a073-436-1175
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